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▼利用方法　原則として、希望日の１週間
前までに所定の用紙による申込みが必要です。
※申込用紙は、役場健康福祉課とふくろうに
あります。

▼費　　用　原則として無料です

▼そ　の　他　政治団体や宗教団体の活動 ､
企業の営利活動には原則として派遣できませ
ん。※秘密は固く守ります

▼申込み・問合せ　
特定非営利活動法人　コミュニケーション支
援センターふくろう（米子市上福原７-１３- １、
電話０８５９‐３２‐７３３８）
または ､役場健康福祉課（電話７２‐０３３４）

ま
ち
で
は
、
聴
覚
障
害
が
あ
る
人
へ
の
支
援
と
し
て
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
聴
覚
障
害
が
あ
る
人
に
必
要
な
情
報
提
供
を
行
う
た
め
、

手
話
通
訳
者
と
要
約
筆
記
者
（
文
字
に
よ
る
情
報
保
障
）
を
派
遣
す
る
も
の
で
す
。

ま
ち
で
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー
ふ
く
ろ
う
に

こ
の
事
業
を
委
託
し
て
い
ま
す
。

困
っ
た
こ
と
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①申込み

②
依
頼

③
派
遣

平成２０年度　手話奉仕員養成講習会【入門課程】受講生を募集します

　県では、聴覚障害者のコミュニケーション支援を行う手話奉仕員を養成するための講習会を開きます。
　

▼内　容　厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラムに準じて行います

　　　　　①実技　②聴覚障害者福祉等に関する講義

▼対　象　聴覚障害者等の福祉に理解と熱意がある人

▼日時・場所・定員　 ※希望者多数の場合は抽選を行います

▼受講申込方法　手話奉仕員養成講習会受講申込書（用紙は役場健康福祉課とふくろうにあります）に

必要事項を記入し、下記の住所宛てに「手話奉仕員養成講習会受講申込書」在中と赤で記入のうえ郵送

してください。【受講申込締切：平成２０年４月４日（金）当日消印有効】

▼申込み・問合せ　〒６８３-０００４　米子市上福原７-１３-１　鳥取県立鳥取聾学校ひまわり分校内

　　　　　　　　　特定非営利活動法人　コミュニケーション支援センターふくろう

　　　　　　　　　（電話０８５９-３２-７３３８、ＦＡＸ０８５９-３２-７３９２）

定　員時　間場　所受講期間会　場

４０人
午後６時４５分～
午後８時４５分

米子市福祉保健総合センター
ふれあいの里（米子市錦町）

平成２０年４月１１日～（計２３回）
※おおむね毎週金曜日
期間中３回集中講座を開催（日曜日）

西部会場
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う
る
う
年
の
１
日
多
い
日
を
地
域
で
楽
し
も
う

と
、
安
原 
才 
の 
上 
地
区
の
う
る
う
講
が
、
２
月　

日
、

さ
い 

う
え

２４

安
原
集
会
所
で
開
か
れ
、
地
区
住
民
約　

人
が
参

２０

加
し
、
会
食
の
ほ
か
福
引
き
や
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
を

楽
し
み
ま
し
た
。

　

今
回
の
う
る
う
講
の 
当
家 
（
世
話
人
）
の
瀬
田
寿

と
う
や

幸
さ
ん
は
、「
こ
の
う
る
う
講
の
記
録
が
残
っ
て
い

る
の
は
大
正
６
年
か
ら
。
こ
れ
だ
け
続
い
て
い
る

の
は
町
内
で
も
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。
人
も
少
な

く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
地
域
の
交
流
の
た
め
に
こ

れ
か
ら
も
続
け
て
い
け
た
ら
」と
話
し
て
い
ま
し
た
。

９０年以上欠かさず続けられている伝統行事

余
分
な
１
日
を
地
域
み
ん
な
で

　

地
域
の
子
ど
も
た
ち
と
料
理
を
通
し
て
交
流
し

よ
う
と
、
３
月
２
日
、
舟
場
の
女
性
グ
ル
ー
プ
・
あ

じ
さ
い
の
会
（
川
上
国
子
代
表
）
主
催
の
料
理
教
室

が
、
舟
場
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
、
地

域
の
子
ど
も
と
大
人
約　

人
が
参
加
し
ま
し
た
。

３０

　

今
回
は
、
ひ
な
ま
つ
り
に
因
ん
で
、
お
ひ
な
様
の

形
の
五
目
ず
し
や
ケ
ー
キ
な
ど
の
メ
ニ
ュ
ー
を
、

参
加
者
み
ん
な
で
協
力
し
な
が
ら
作
り
ま
し
た
。

　

川
上
代
表
は
、「
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
た
く
さ

ん
参
加
し
て
く
れ
て
よ
か
っ
た
。
特
に
子
ど
も
が

興
味
を
持
っ
て
し
て
く
れ
た
の
で
う
れ
し
い
」と
話

し
て
い
ま
し
た
。

思い思いにケーキを飾り付け

み
ん
な
で
お
い
し
い
ひ
な
ま
つ
り

▼
議
案
①　

平
成　

年
度
日
野
町

２０

教
育
行
政
施
策
に
つ
い
て
＝
「
心

豊
か
な
人
づ
く
り
と
薫
り
高
い
文

化
の
町
づ
く
り
を
め
ざ
す
」
こ
と

を
目
標
と
し
て
、
学
校
教
育
の
充

実
、
生
涯
学
習
・
社
会
教
育
・
人

権
同
和
教
育
の
推
進
、
芸
術
文
化

振
興
と
文
化
財
保
護
、
ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
振
興

に
つ
い
て
、
具
体
的
に
施
策
を
示

し
ま
し
た
。

▼
議
案
②　
「
町
進
学
奨
励
金
交

付
要
綱
」
の
廃
止
に
つ
い
て
＝
高

校
等
進
学
奨
励
金
の
交
付
を
す
る

要
綱
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
③　
「
町
教
育
委
員
会
事

務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
」
の

全
部
改
正
に
つ
い
て
＝
新
た
に
始

ま
る
教
育
委
員
会
の
事
務
管
理
や

執
行
状
況
の
点
検
・
評
価
・
公
表

に
向
け
て
、
事
務
分
担
を
明
確
に

す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
④　
「
町
教
育
委
員
会
教

育
長
に
対
す
る
委
任
等
に
関
す
る

規
則
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
＝

教
育
長
に
委
任
す
る
事
務
の
制
限

に
、
教
育
委
員
会
の
点
検
・
評
価

に
関
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
も
の

で
す
。

▼
議
案
⑤　
「
町
教
育
委
員
会
教

育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一

部
を
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の

長
に
委
任
す
る
規
程
」
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
＝
「
地
方
教
育
行
政

の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
」
の
改
正
に
伴
い
、
こ
の
規
程

の
条
番
号
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

▼
議
案
⑥　
「
町
学
校
職
員
の
自

家
用
自
動
車
の
公
務
使
用
に
関
す

る
取
扱
要
項
」
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
＝
教
職
員
の
自
家
用
車
の
公

務
使
用
に
つ
い
て
、
実
態
に
合
わ

せ
た
申
請
が
で
き
る
よ
う
変
更
す

る
も
の
で
す
。

▼
議
案
⑦　
「
町
学
校
事
務
の
共

同
実
施
要
項
」
の
制
定
に
つ
い
て

＝
小
中
学
校
共
同
事
務
の
実
施
に

向
け
て
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て

要
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

■
教
育
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

新
年
度
の
教
育
行
政
施
策
な
ど
承
認


